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宮 津 市 教 育 委 員 会 
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第２回（令和６年２月）宮津市教育委員会定例会会議録 

 

日  時    令和６年２月 20 日（火）午後１時 30 分～  

場  所    宮津市福祉・教育総合プラザ第 1 コミュニティルーム  

 出席者    山本雅弘  伊藤正  田崎浩二  尾﨑里花子  藤井陽子  

 事務局    大井教育次長  永濱学校教育課長  吉田社会教育課長  東文化財保護担当課長  

大槻総括指導主事  森本参事  井上参事  細見指導主事  公庄学校教育係長  

 （傍聴者３名）  

１  開  会  

２  前回会議録の承認  

３  会議録署名委員の指名   

４  会期の決定  

５  教育長報告  

６  議  事  

  議第１号  宮津市立小学校条例の一部改正について  

  議第２号  宮津市給食費徴収条例の一部改正について  

  議第３号  令和６年度宮津市一般会計予算（第１号）（教育委員会関係分）について  

７  その他  

(1)３月の主な日程（教育委員会関係分）について  

８  閉  会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－開会：  13:30－  

 

 

山本教育長  只今から、令和６年第２回宮津市教育委員会定例会を開会し、た  

だちに本日の会議を開きます。  

 

それでは、次第に沿って会議を進行します。  

■次第２「前回会議録の承認」  

 各委員よろしければ、伊藤教育長職務代理者と藤井委員にお世話

になります。  

■次第３「会議録署名委員の指名」  

 会議規則第 18 条第 2 項の規定により、教育長において藤井委員

と田崎委員を指名しますので、よろしくお願いします。  

■次第４「会期の決定｣ 

本日の定例会の会期は、１日としたいと思います。  

これにご異議ありませんか。  

 

出席委員  

 

 異議なし   

 

山本教育長  

 

ご異議なしと認めます。よって会期は、本日 1 日間と決定いたし

ます。  

 

山本教育長  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■次第５「教育長報告」  

【報告事項】  

 ○能登半島地震に関しまして、宮津市からも防災派遣として、七尾

市に給水や避難所運営の支援をするため職員が派遣されていま

す。学校におきましても、防災教育にしっかりと取り組んでいき

たいと思います。  

  

１  市立幼稚園、小中学校の状況について  

 ○小中学校、幼稚園は大きな事故等もなく過ごせております。イン

フルエンザの流行で近隣では学級閉鎖もでてきているようです。

これから、進級や受験期を迎えますので、コロナも含めてしっか

りと感染症対策を行っていきたいと思います。  

 ○公立高校の前期選抜が終了し、受検結果待ちの状況です。希望者

全員が元気に受検できました。  

 ○宮津中学校内に校内フリースクールの設置を進めています。室内

のレイアウトも完成し、ソファーやパーテーションなども配置で

きました。単なる居場所や別室登校ではなく、生徒が自立に向け

た取組を行える場所として活用していきたいと考えています。不

登校の問題は、進路の問題につながっていますので、子ども達が

自立できるよう力をつけさせたいと思います。いずれ小学校にも

取組を広げていきたいです。  

 

２  養老小学校の再編について  

 ○養老小学校の再編に関して、令和 6 年 4 月からの再編に反対する

請願書が市議会に提出されました。市議会においては、 3 月議会

で審議が行われる予定です。  

 ○再編まで短い期間ではありますが、子ども達や保護者の皆さんの



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤教育長職務代理者  

 

 

 

 

 

 

 

 

田崎委員  

 

 

山本教育長  

 

 

 

大槻総括指導主事  

 

 

 

田崎委員  

 

不安を取り除けるよう、スクールバスの乗車体験や説明会などを

開催し、保護者の皆さんにも実際にバスに乗っていただきまし

た。再編に反対されている方もおられますが、ご理解いただける

ように準備を進めてまいります。  

    

３  その他  

 ○児童生徒の国際交流の取組として、先日、 4 小学校の児童とネル

ソン市をつないでオンライン交流を行いました。2/27 には宮津小

学校の 6 年生が、JICA でナミビアに派遣されている奥野教諭と一

緒に地元の小学生とオンライン交流を行います。タブレット端末

の活用により、こうした取組が可能となってきました。使える生

きた英語が学べる機会として取り組んでいきたいと思います。  

 ○ 3/5 には吉津小学校の 6 年生が、ふるさとみやづ学の成果発表と

して、地域の方に文珠の魅力スポットを案内する現地ツアーを企

画しています。ご都合よろしければご参加ください。  

 ○ 2/21 に平田オリザ先生にお越しいただき、宮津小学校でコミュニ

ケーション教育を実施します。人と交流しながら多様性のなかで

色々な価値観を学んでいけるよう、令和 6 年度も引き続きコミュ

ニケーション教育に取り組んでいきたいと思います。  

 ○ 3/17 世界遺産講演会を歴史の館で開催します。  

 ○先日、宇治市でジュニア選手権大会が開催され、海洋高校や宮津

天橋高校からも参加しました。 3 月には全国高校ウェイトリフテ

ィング大会、レスリング全国大会が予定されており、選手の活躍

が楽しみです。  

   

以上、報告といたしますが、委員の皆さまから、ご質問、ご意見が

ありましたらお願いします。  

 

 

 宮津小学校の奥野教諭によるナミビアとの交流は子ども達にとっ

て非常に良い経験になると思います。  

 宮津中学校の校内フリースクールについては、その部屋が子ども達

の自立に向けた場所として上手く機能すると良いと思います。  

 養老小学校の再編について、新聞紙面では、急に統合が決定したと

いうような報道が出ていますが、再編の話し合いは、この 2 年間をか

けて丁寧に進めてきたものです。スクールバスの乗車体験も行われた

とのことで、丁寧に準備が進められていると思います。  

 

 ナミビアとのオンライン交流について詳しく教えていただけます

か。  

 

ナミビアの小学生とオンラインでつないで、英語で交流すると聞い

ています。こちらは午後の時間帯ですが、向こうは早朝の 7 時頃とな

り、かなり時差があるようです。  

 

奥野教諭は、これまでから「ナミビア通信」として、現地の生活や

活動の様子を子ども達に伝えてきました。現地でも教育分野で活動を

行っています。  

 

JICA の任期は 3 年間ですか。  

 



森本学校教育課参事  

 

山本教育長  

 

 

 

 

 

 

 

 

永濱学校教育課長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本教育長  

 

 

 

 

 

出席委員  

 

山本教育長  

 

 

 

 

任期は 2 年間です。  

  

 自分たちの知っている先生が海外で活躍しているということで、子

ども達にとっても貴重な機会になると思います。小学生たちに現地の

文化を伝える交流ができると良いと思います。  

 

それでは、議事に移ります。  

■６議事  

議第１号「宮津市立小学校条例の一部改正について」事務局から説

明をお願いします。  

 

宮津市教育委員会基本規則第 16 条第１項第２号の規定により、委

員会の議決を求めるものです。  

今回の改正は、令和６年４月１日に宮津市立養老小学校と宮津市立

府中小学校を再編することとしたことから、令和６年３月 31 日をも

って、養老小学校を廃止するものです。  

教育委員会では、児童生徒にとってより良い教育環境を整備するこ

とを目的に、平成 25 年 2 月に策定した「第２次宮津市立小・中学校

の再編計画（北部地域編）」に基づき、本市北部地域の学校再編を進め

てまいりました。  

養老小学校については、令和２年 10 月に「再編協議は当面の間、

休止する」としていましたが、令和６年４月には全校児童数が６人と

なる見込みとなったことから、令和４年 11 月に再編の協議を再開し、

地域、保護者の皆様と意見交換会や説明会を行ってきました。  

こうした中、令和５年 12 月に、地域から、「学校再編については市

が責任を持って決定すべき」「令和６年４月に養老小学校と府中小学

校を再編するという市の決定を支持する」という意見をいただきまし

た。  

市の教育に責任を持つ教育委員会として、全校６人の児童という学

校の状況・教育環境を看過することはできず、一定の人数の中で教育

を受けられる環境を整えるためには再編が必要と判断し、令和６年４

月に再編を行うこととしたものです。  

条文の改正につきましては、第１条（設置）表中、「養老小学校の名

称、所在地」を削除するものです。施行日は令和６年４月１日として

います。  

以上、誠に簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただ

きます。よろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 

 

ただ今の説明に関しまして、ご意見ご質問はありませんか。この間

の状況については共有もさせていただいておりますが、いかがでしょ

うか。  

ご意見等ないようですので、議第１号「宮津市立小学校条例の一部

改正について」は承認することとしてご異議ありませんか。  

 

異議なし  

 

議第 1 号「宮津市立小学校条例の一部改正について」は原案どおり

可決いただきました。  

次に、議第 2 号「宮津市学校給食費徴収条例の一部改正について」

事務局から説明をお願いします。  

 



永濱学校教育課長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本教育長  

 

 

伊藤教育長職務代理者  

 

 

 

 

永濱学校教育課長  

 

 

山本教育長  

 

 

出席委員  

 

山本教育長  

 

 

永濱学校教育課長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮津市教育委員会基本規則第 16 条第１項第２号の規定により、委

員会の議決を求めるものです。  

食材の高騰が続く中、現在の学校給食費単価では給食の質を維持し

ていくことが困難なことから、安全で安心な給食を維持するため、児

童・生徒・園児の保護者及び教職員等から徴収する学校給食費の額を

改正するものです。  

改正額は年額で、小学校は 51,600 円を 55,200 円に、中学校は 55,200

円を 60,000 円に、幼稚園は 36,000 円を 39,600 円に、教職員等につ

いては 58,800 円を 63,600 円としております。  

なお、令和６年度においては、令和５年度改正分も含めた増額分全

額を市が支援することとし、令和６年度の小中学校、幼稚園の保護者

の学校給食費の額は、令和４年度の額に据え置くこととしておりま

す。施行日は、令和６年４月１日でございます。  

以上、誠に簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただ

きます。よろしく御審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 

 

 ただ今の説明に関しまして、ご意見ご質問がありましたらお願いし

ます。  

 

 小学校では 2 年間で年間 7,200 円の値上げとなります。令和 5 年

度、 6 年度は増額分は公費負担ですが、令和 7 年度以降は急激に保護

者負担が増額となるのではないでしょうか。何か対応をお願いしたい

と思います。  

  

 令和 7 年度以降につきましては、物価高騰の状況もみながら段階的

な引き上げも検討して参りたいと考えております。  

 

 他にないようでしたら、議第 2 号「宮津市給食費徴収条例の一部改

正について」は承認することとしてご異議ありませんか。  

 

 異議なし  

 

 続きまして、議第３号「令和 6 年度宮津市一般会計予算（第１号）

（教育委員会関係分）について」事務局から説明をお願いします。  

 

 宮津市教育委員会基本規則第 16 条第１項第９号の規定により、委

員会の議決を求めるものです。  

「令和６年度当初予算 (案 )の概要」をご覧ください。  

令和６年度の当初予算の編成方針です。令和６年度は、第７次総合

計画の４年目として、「みんなが活躍する豊かなまち“みやづ”」に向

けて、引き続き、「若者が住みたいまちづくりプロジェクト」と「宮津

の宝を育むチャレンジプロジェクト」の２つの重点プロジェクトと５

つのテーマ別戦略、及び、「環境対策」「行政 DX」「公共施設マネジメ

ント」の重点事項を確実に推し進めるための｢人口減少などの難局に

立ち向かう『輝く未来へのチャレンジ予算』｣として編成されたもの

です。  

令和６年度予算額は一般会計で 120 億 1,097 万 1 千円で、令和５年

度と比べ、3 億 4,024 万 8 千円、2.9％の増額。人事院勧告に基づく給

与改定や会計年度任用職員に係る勤勉手当の増など、人件費の増額、

大型地方債の元金償還到来による公債費の増、国の児童手当制度拡充

等による扶助費の増、及び物品価格や労務単価の上昇等により、令和



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田社会教育課長  

 

 

 

 

 

 

 

東文化財保護担当課長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元年以来、５年ぶりの 120 億円を上回る予算となりました。  

うち教育費として 10 億 20 万 1 千円（ 8.3％）となっています。  

主要事業の概要ですが、総合計画の２つの重点プロジェクトと５つ

のテーマ別戦略に加え、令和６年度は、特に、「選ばれるまち“みや

づ”」に向けた取り組みを強力に推進する事業を予算化しています。  

それでは、教育委員会関係予算につきまして、所管ごとに主な事業

をご説明いたします。  

 

◆学校教育所管事業  

 「選ばれるまち“みやづ”」に向けた取り組みのうち、子育て環境・

教育環境の充実として、「多様なニーズに対応する児童生徒の居場所

づくり」として  

・№ 13 こころのまど・こころのひろば運営事業  763 万 2 千円  

・№ 14 校内フリースクール運営事業  457 万 9 千円  

・№ 15 のびのび放課後児童クラブ事業  5,515 万 9 千円  

・№ 16 物価高騰下での給食費高騰対策支援  785 万 1 千円  

  →自校給食、センター方式給食の物価高騰分の支援  

・№ 17 学校トイレ洋式化の推進  7,300 万円  

  →栗田小学校のトイレ様式化工事  

 

また、若者が住みたいまちづくりプロジェクト事業として、  

・№ 30 宮津の新たな学び創造事業  929 万円   

・№ 31 幼稚園から中学校までの給食実施  2 億 1,600 万 3 千円  

 

宮津の宝を育むチャレンジプロジェクト事業として、  

・№ 106 認定こども園運営事業  2 億 4,215 万円   

  →暁星幼稚園が 4 月から幼稚園型認定こども園に移行することに

伴う施設型給付等  

 

そのほか、  

・№ 210 （新規）スクールバス購入事業  815 万円  

  →養老小学校の再編に伴うスクールバスの購入  

 

◆社会教育課所管事業  

・№ 32 地域と学校の連携・協働推進事業  68 万円  

・№ 35 高校・大学・地域連携推進事業  528 万円  

  →高校と大学をつなぐｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、高校と地域をつなぐｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

を新規に配置し、高校の魅力化向上につなげるもの  

・№ 203 図書館管理運営事業  2,952 万円  

  →図書館システムの更新に係る経費を計上  

 

◆文化財保所管事業  

・№ 37 世界遺産登録推進事業  141 万円  

・№ 38 大阪・関西万博きょうとの力創出・発信事業  950 万円  

  →企画課、商工観光課との連携事業。日本遺産北前船フォーラム・

物産展の開催や、歴史資料館の特別開館などを企画。  

・№ 223 重要文化的景観保護推進事業  840 万円  

・№ 224 文化財保護・活用推進事業  697 万円（債務負担 920 万円） 

  →旧三上家住宅耐震診断調査、子ども学芸員養成講座ほか  

・№ 225 市内遺跡発掘調査事業  200 万円  

・№ 226 重要文化財旧三上家住宅指定管理料  470 万円  



 

 

 

 

山本教育長  
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尾﨑委員  

 

 

 

永濱学校教育課長  

 

 

 

以上、まことに簡単でございますが、提案理由の説明とさせていた

だきます。よろしく御審議の上、可決賜りますようお願い申し上げま

す。  

 

 ただ今の説明に関しまして、ご質問等ありましたらお願いします。 

 

・認定こども園運営事業  

 4 月から暁星幼稚園が認定こども園に移行するとのことですが、何

が変わるのでしょうか。  

 

定員について、これまで定員 120 人としていたものが、教育利用（ 1

号認定） 35 人、保育利用（ 2 号認定） 20 人の計 55 人に変更となりま

す。また、開設日に土曜日が追加され、保育の受入れ時間が朝の 8 時

から 7 時 30 分に拡充されます。給食については、現行は週 3 日程度

でお弁当と併用していますが、移行後は週 5 日の完全給食となりま

す。その他、未就園児の一時預かり事業や、保護者の子育て相談窓口

の開設など、子育て支援事業を開始される予定です。  

 

・高校・大学・地域連携推進事業  

 新たにｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを置くことで何が期待できるのでしょうか。  

 

 高校においても、探究活動の取組を模索されている中で、サポート

を行う人材が必要であると考えています。大学の専門の先生達と教員

も連携するなど、取組を推進していきたいと考えています。  

 

 大学の教授などは高校生にはハードルが高い存在ですが、ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ

ｰを通してそうしたつなぎをしていただけるものと期待しています。  

 こんな小さな町で、高校が 3 つもあるところは珍しいと思います。

大学や地域とのネットワークを持って、サポートできる人を配置した

いと考えています。また、教員も地元出身の先生が少なくなっていま

すので、地域との連携をアシストしていただけるような役割を期待し

ています。こうした取組を通して、高校の魅力を高めて、学びを豊か

にし、自ら学んでいく場として高校生のメンター的な役割も担ってい

ただけたらと思います。  

 

・スクールバス購入事業  

 養老小学校の児童が府中小学校に通うためのスクールバスですが、

現時点での運行予定が決まっていたら教えてください。  

 

 スクールバスには添乗員も乗車し、安全管理や遅延時の対応などを

行う予定としています。日ケ谷方面と、養老方面と 2 便での運行を検

討しています。  

 

 総務課所管の国際交流推進事業で、ネルソン市への学生訪問団派遣

とありますが、これは以前に実施していた高校生のネルソン市訪問が

復活するということでしょうか。  

 

 来年度は市政 70 周年ということもありまして、訪問団が再開され

る予定です。  

 

 



藤井委員  

 

 

 

 

東文化財保護担当課長  

 

尾﨑委員  

 

 

 

東文化財保護担当課長  

 

 

 

山本教育長  

 

 

 

 

 

出席委員  

 

山本教育長  

・大阪・関西万博きょうとの力創出・発信事業  

 大阪万博の関連事業として、たくさんの取組が予定されています

が、ぜひ市民も巻き込んで一緒に盛り上げられるようにしていただき

たいと思います。  

 

 企画所管や観光所管とも連携してしっかりと取り組んでいきます。 

 

・文化芸術活動活性化事業（企画所管）  

 音楽イベントにはどんなアーティストを呼ばれるのでしょうか。ぜ

ひ地元のアーティストともコラボしていただきたいです。  

 

 京都府の事業も活用させていただき、若手アーティストなどを検討

されていると伺っています。音楽イベントの会場として、旧三上家な

ども活用していただく予定です。  

 

 子ども達が文化芸術に小さい頃から触れられるような機会にして

いきたいと思います。  

 他になければ、議第 3 号「令和 6 年度宮津市一般会計予算（第 1 号）

（教育委員会関係分）について」は承認することとしてご異議ありま

せんでしょうか。  

 

 異議なし  

 

■７その他  

 ◆次回教育委員会日程  

○定例会  ３月 26 日（火）午後１時 30 分～  

○臨時会  ３月７日（木）午前９時～  

             

他になければ、第２回宮津市教育委員会定例会を閉会します。  

ありがとうございました。  

 

 

－閉会：  14： 50－  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


